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先の大戦 にお いて、 2 0 万 人 を越え る台湾住民が 日本の旧軍人軍属 と して軍

務 に服 し、南方 その他の地域 におい て多数の者 が戦死 し、又 は戦傷病 を負 った。

これ ら戦死又 は戦傷病 とな った台湾 住民 につ いて は、戦後、台湾が 日本領土か

ら分離 した ことに伴 い 日本の国籍 を喪失 したため恩給法、戦傷病 者戦没者遺族

等援護法な どの 日本の国 内法 による給付 を受 け られな くな った。

このため、台湾住民1 の元 日本兵 は、昭和 5 2 年 8 月 日本国政府 に対 し、補償

を求 め る訴訟 を起 こした。昭和 6 0 年 8 月 、東京高等裁判所 は、原告の控訴 を

棄却 したが 、国政関係者 に対す る期待 と して 「予測 され る外交上、財政上、法

技術上の困難 を超克 ヒ″て、早急 に不利益! を払拭 し、国際信用 を高 め るよ う尽力

す ること」 と判決理 由に特 に付言 された。

一方 、昭和 5 2 年 6 月 には超党派の有志議員 による、 いわゆ る 「台湾議懇」

が発足 し、本問題の解決 に向 けた活動が開始 された。

その後、約 1 0 年 に及ぶ 同議懇 の活動 の結果、外交面 、財政面等 の幾多の間

題 を克服 して、昭和 6 2 年 9 月 に 「台湾住民で あ る戦没者の遺族等 に対す る弔

慰金等 に関す る法律 」が成立 した。

さ らに、昭和 6 3 年 5 月 に 「特定 弔慰金等 の支給の実施 に関す る法律 」が成

立 し、 これを受 けて同年 7 月 1 日 付で総理府 に臨時特定弔慰金等業務室が設置

された。

同業務室 は、実施 に向けた準備 を進 め、同年 9 月 1 日 か ら特定弔慰金等の支

給事務 を開始 t ンた0

その後 、平成 4 年 4 月 1 日 か らは臨時特定 弔慰金等業務室の存続期 限の到来

によ り、内閣総理大 臣官房管理室 において業務 を引 き継 いで実施 して きた。

本業務 は、台湾住民で あ る戦没者遣族等 に対 し、人道的精神 に基づ いて 日本

側の誠意を示す とい う重要 な業務 であ った。 また、現在国交関係の ない台湾の

住民 を対象 とす る ものであ るため、その実施 に際 しては種 々の困難が伴 った。
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このため、関係 各省庁及 び関係各機関の多大の御支援 、御協 力をいただいて ヽ

その円滑な推進 に努 めた結果、平成 6年 度末で全 ての業務 を終了 し、本問題 に

ピリオ ドを打つ に至 った。

本冊子 は 「台湾住民で あ る戦没者 の遺族等 に対す る弔慰金等 に関す る法律 」

(昭和 62年 法律第 105号 )及 び 「特定弔慰金等の支給 の実施 に関す る法律 」

(昭和 63年 法律第 31号 )の 制定の背景 とな った一連の経緯 と論議 を記述 し、

さ らに、法律の運用等 につ いての各般の問題 につ いて記録す ることを 目的 に編

纂 した もので あ る。

終 わ りに、本問題の解決 に向けて格段の御尽力を された関係各位 、並 びに法

律 の実施 に当た り業務 に精励 された 日本赤十字社始め関係各機関及 び関係 各省

庁の各位 に対 し、あ らためて衷心 よ り謝意 を表す る次第であ る。

平成 7年 3月 31日

内閣総理大臣官房管理室長

安 藤 昌 弘
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〈注〉同会は、昭和 55年 1 0月 に 「台湾人元日本兵等の問題懇談会」、 62

年 9月 に 「台湾戦没者等問題議員懇談会 1と 改称 したo

なお、初代会長は稲村 左 近四郎議員であり、昭和 59年 8月 か ら有馬

元治議員が会長を務めた。

「台湾戦没者等問題議員懇談会」名簿

名 誉 会 長  山 中 員 則

(昭和 62年 9月 現在)

顧   間   長 谷川

武 藤

会   長 :

副  会  長

事 務 局 長

懇談会委員

(衆議院)

自由民主党

日本社会党

公 明  党

民 社  党

(参議院)

自由民主党

日本社会1党
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昭和 57年 の前記東京地裁判決を契機とした法案化の気運の高まりを背景 と

して、同議員懇談会においては、同年 8月 に議員立法の動 きをみせたが、国会

提出には至 らなかった。

その後、自民党は、 この補償問題を政務調査会で正式に取 り上げ、昭和 58

年 3月 内閣部会に 「台湾出身元 日本兵等に関す る小委員会」を設置 した。同小

委員会は、 「対象を戦没者遺族等 とし、これまでの経緯を尊重 しつつ国の財政

事情を勘案 L″、昭和 59年 度を初年度 とし概ね 3年 程度の期間において措置す

るものとす る」ことを決定 した。 この決定は、 58年 8月 の内閣部会において

了承 されたが、政務調査会 レベルの了解が得 られず同会長預かりとなった。

一方、弔慰金等支給業務の窓日について、「ヨ本赤十字社 と台湾にある救護及

び社会奉仕を業務 とす る機関 (以下 「台湾紅十字会」という。)と す ることに

より中国政府及び台湾当局の了承を得 られたと判断 し、昭和 59年 5月 の議員

懇談会において、第 10 1回 国会開会中に両院の議決及び議員立法を行 うこと

を決定 したが、衆議院内閣委員会理事会における与野党間で決議案の表現に関

し一致せず、解決は先送 りとなった。

昭和 59年 末の 60年 度予算に関する党三役折衝において、宮房長官がいわ

ゆる 「台湾人元 日本兵問題」について、 「政府がボールを受けるだけで も、外

交、内政上いろいろ問題が起 こる懸合がある」との ことわりを付 した上で次の

とお り発言 L/、政府 。与党の出席者はこれを了解 した。

①政府 は、 この問題を受けてよ く検討する。

②政府内部においては、各省庁協力の下で行 う。

③検討の結果は、政府 Ⅲ党 ともこれを尊重す る。

④ この検討のため、総理府に 50 0万 円の検討経費を計上する。

この了解を受けて、本問題について検討するための経費として、 60年 度総

理府予算に 50 0万 円が計上 された。

( 4 )関係省庁連絡会議

昭和 6 0年 5月 2 4日 、いわゆる 「台湾人元 日本兵問題」について検討する

ため、関係省庁申合せにより、内閣総理大臣官房審議室長 (現在の外政審議室

長)を 議長 とし、関係省月F局長 クラスを構成 メンバーとする 「台湾人元日本兵

問題関係省庁連絡会議Jが 総理府に設けられた。

- 9 -



(5)議 員懇談会の構AR

性

対 象

③  金

④ 支 給の方法

者

①
　
②

格  弔 慰金 ・見舞金とする。

台湾籍旧日本軍人 ・軍属であつた者の う

(30 , 3 0 6人)

く注〉上記の他、重傷者 (数 100人)、 戦犯としノて処刑 された

者(数10人)も対象とする考えがある

額  生 死者、戦没者 1人 当た り①①①万円

〈注〉所要額の最高は約 9 0 0億 円強。 (

円を単年度 で処理。)

裁定 は、 1ケ 年度当たり60億 円程度か ?( 1人 当た り

lo o万 円を 5ケ 年度 ぐらいかけて処理。総額は 30 0億

円強。)

日本赤十字1社か ら台湾紅十字会に所要資金を交付 し、台湾

ち戦死者、戦没者

(未定)

1 人当たり3 0 0 万

官房長官に対 し 「6 1

したが、官房長官 は、 「

紅十字会が対象者に支払、うo

昭和 60年 11月 13日 、議員懇談会は、関係 6省 庁 (総理府、総務庁、外

務省、大蔵省、厚生省及び郵政省)の 担当局長等 との意見交換を行 つた結果、

当該構想の実現|に当た つての障害は、財政問題のみであるとの結論を得た。

この財政問題についてはヽ山中 貞 則議員が党税制調査会等の場で財源給出

に当た り、 61年 度予算に所要経費を計上 し、さらに次期通常国会において、

超党派の議員立法により関係i牡1律を成立 させ、これにより61年 度中に何 らか

の形で この問題α)決者を図 ることとな った。

これを受け、総理府官房審議室において、関係省庁に対 し当該議員懇談会構

想を提示 して意見を求めたところ、大蔵省が財源上の理 由か ら明確な反対の意

思表示を した。

( 6 )企 画検討経費

昭和 6 0年 1 2月 1 1日 に開かれた議員懇談会においてはヽ年末の予算編成

に向けて実現|のための具体的行動を起 こす こととし、関係議員が官房長官、大

蔵大臣及び党政務調査会長に対 し、本問題を 6 1年 度中に決着 させ ることにつ

ぃて要望す る,ことを決定 したっ

これに基づいて、同月 13日 、有馬 元 治議員 らは、

年度予算に補償関係径費を計上す ること|を 強 く要望

一- 12 -―
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引き続 き検討 したい」旨答:えた。

昭和 6 0年 1 2月 2 r 7日、 6 1年 度予算編成に関する党三役折衝の際、 「台

湾人元 日本兵問題」について自民党政務調査会長が下記のとおり発言 し、官房

長官及び大蔵大臣はこれを了承 し、 6 1年 度総理府予算に 「企画検討経費とし

て 2 ,  0 0 0万 円」が計上されることとなった。

「台湾人元 日本兵問題」について

1.本 問題については、現在、最高裁判所において係争中であるので、最

高裁判所の最終的な判断をまつ必要がある。

2.他 方、本問題の処理は、超党派の強い要望であり、 60年 度より検討

の度合を更に深める必要がある。

3.上 記 1・ 2の 両点を踏まえ、 61年 度予算については、次により対処

す る。

(1) 6 0年 度予算は、総理府に
~台

湾人元 日本兵問題検討費」として

500万 円を計上 した。 61年 度は予算要i目の名称を 「台湾人元 日本

兵問題企画検討費 Jに 改め、予算額を 2、 000万 円程度に増額する

。その使途については、例えば(2)、G)のような工夫をす る。

(2)政 府部内における問題点の整理、検討等は引き続 き行 うこととす る

が、別途、与野党関係議員が本問題を検討す る場を設ける。

(勧 台 湾側の事情が許せば、民間団体等による (真に必要な場合には、

与野党の関係議員が参加す ることも考慮す る。)台 湾紅十字会の実情

、一般的な生活1状況等の調査等を行 うことを考慮す る。

4.上 記のような線i討を真剣 に進めつつ、最高裁判所の判決に注視 し、 t

れが出された場合には、その内容に即 して財政的措置を含め対応するc

( 7 )法 律案の作成 ・決定

議員懇談!会においては、本問題解決のための法律案要綱を検討 して きたとこ

ろであるが、昭和 6 1年 1 2月 1 1日 の同懇談会総会において、 「台湾住民で

ある戦没者遺族等に対す る弔慰金等に関す る法律案要綱J及 び 「台湾住民であ

る戦没者遣族等に対す る弔慰金等に1銅する件 (国会決議案)」 が了承 された。

-13‐ 一
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台湾住民元 日本兵の遺族等に対する弔慰金等については、次のとおり

とす る。

弔慰金等の金額は、戦没者等 1人 につき 200万 円とす る。

この弔慰金等 は交付国債により、 1回 払で支給するものとす る。

昭和 62年 12月 27日

自由民主党   幹

総

政
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幹
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龍太郎
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官

蔵

暦内
　
大

位0 政 府の措置

上記を踏まえて、昭和 68年 度総理府予算に特定弔慰金等支給関係経費とにン

て 15 ,  9 6 1万 円 (うち支給事務委託費として 13 ,  7 2 0万 円)が 言十上 さ

れた。なお、前年度 は、前言己にもあるように台湾元 日本兵問題企画検討費と tン

て、調査委託費と事務費を合わせた 4,  6 8 6万 円が計上 された経過である。

本件支給業務の実施に関 フ必要な事項を盛 り込んだ実施法案たる 「特定弔慰

金等の支給の実施に関す る法律案J(以 下 「実施法」という。)が 政府提案に

より衆議院内閣委員会に提出され、昭lE 1  6  3年4月 2 1日 に同委員会を通過 し

て翌 22日 の同本会議で可決された。その後、参議院内閣委員会を経由 して 4

月 2 7日 の同本会議で可決 ・成立 し、 5月 6日 法律第 31号 として公布 された。

当該実施法第 2条 及び第 6条 の規定に基づ き、 5月 1 3日 の閣議において、

「特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令案J(以 下 「施行令」という。

)が 決定され、昭和 63年 5月 1 7国 政令第 14 4号 として公布 された。

さ吃)に、特定弔慰金等のi請求手続 き、様式等を定めた 「特定弔慰金等の支給
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の実施に関すそ)法律施行規則Jが 昭和 63年 5月 2 3日 総理府令第 32号 とし
て制定 された。

また、当該弔慰金法第 4条 の規定に基づいて、 日本赤十字社 と台湾紅十字会
との間において弔慰金等の支給に関する取決めを締結することとされていたが、
これ ら法令の成立を受けて、昭和 6t〕年 7月 1 5日 当該 「取決め」が締結 され
た。但 し、 この取決めは、ぃゎゅる民間協約であるものの対外的に微妙な配慮
を要することと等にかんがみ、関係者間の合意により英文のみを正本 とし、非
公表 となってぃる。

―- 25 -―



3 臨 時特定1弔慰全等業務室の設置

昭和 63年 7月 1日 、弔慰金法及び実施法の施行に関す る事務を所掌する 「臨

時特定弔慰金等業務室」が総理府の大臣宮房に設置された。

(1 )設 置に至る経緯

① 昭 和 6 2年 1 2月 3日 、外政審議室長より 「台湾戦没者等に対する弔慰金

等の支給事務の所管
t」

について、厚生省援護局長、社会局長及び官房長に対

し、当該事務を厚生省で所管す ることを申 し入れた。

ア.今 回の事務 は、基本的に旧睦海軍の残務の整理に関す る事務であると考

え られる。

また、弔慰金等|の支給原因 となる者は、台湾出身である日本の旧軍人又

は旧軍属であった戦没者又は苦 しく重度の戦傷病者である。 さらにこれ ら

の者 は、サ ンフランシスコ平和条約により法的に日本国籍を失 ったことに

伴い国籍要件のある援護法の適用を受けないこととなった者であるが、旧

軍メ、軍属 として戦没 し、又は戦傷病を負 った時点における身分関係は、現

に援護法による給付原因 となっている者 の身分関係 と同様の地位を占めて

いた者である。

以下上のように、本件事務の性格、支給原因の旧軍人軍属たる身分 と援護

法による給付原因者 との身分関係の同様性か らして、本件事務については、

こねフと最 も密接な事務を所管 と′ているのが厚生省であることc

(参考)厚 生省設置法第 4条 第 2項 (厚生省の任務)

2   戦 傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護

3  旧 陸海軍に属 していた者の復員その他旧陸海軍の残務の整理

同   第 5条 (厚生省の所掌事務)

1 0 7 '  前3号 に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関す る事

イ.本 件事務を処理す る上で必要な旧陸海軍に関す る人事資料、史実資料等

の情報を厚生省が保有 していること。

また、従前、台湾線1から送付を受けた戦没者名簿、戦傷病者名簿を保管

し、その整理、日本側資料 との照合を行 って きた実績があること。

ウ.本 件事務を的石そEかつ迅速に処理す るために必要な知識、経験を有する職

員が厚生省に存在す ることっ例え、本件事務を厚生省以外の省庁で担当 し
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罰
ン
三
‥
〓 て も、結局、厚生省に人的な応援を求めざるを得ないこと。

工.現 下の厳 しぃ行財政の環境の下で、本件事務を処理す る全 く新 しぃ行政
機構を創設することは、適当でないと考え られること。
(本件事務の処理は、事柄の性格上、数年間で終了すべ きものでぁる。)

オ.弔 慰金法により、弔慰金及び見第金の支給 は、日本赤十字社が行 うもの
とされてぃるが、日本赤十字社の監督官庁 は厚生省であることか ら、本件
事務を厚生省で所管することが、双方の密接な協力の下にその円滑な処理
を期待できること。

(参考)日 本赤十字社法第 36条 (報告及び検査)、 第 3 7条 (監督処分)
及び第 38条 (解任勧告)

力ちなお、本問題を総理府外政審議室が担当 ヒンているのは、他の台湾に係 る
軍事郵便貯金、未払給与の問題等 と共に、 「各行政機関の事務の連絡に関
する事務の うち主 とtンて対外関係に係 る事項 に関すること」 (総理府本府
組織令第 lo条 の 2第 1号 )に 該当す る事務 と して 「関係省庁連絡会議」
の庶務を担当 し′てぃて)経緯があるか らである。

また、弔慰金法につぃては、現時点でその内容、実施手続 き等が具体的
に定め られてぃないこともあ り、法律上所管省庁が明定 し得ないため、当
面 「他の行政機関の威

―
掌に属 しない事務の うち主 として対外関係に係 る事

項に関するものを調査 し、企画 し、立案すること」 (同条第 2号 )と して、
総理府外政審議室が法の執行に向けて企画検討を行 ってぃるものである。

したが って、その結果、その所管省庁が厚生省 と決すれば、実施事務が

厚生省に移 ることは、当然である。 (総理府外政審議室には、 「実施する」

事務はない3)

0  こ の申 し入れに対 し、 1 2月 4日 、厚生省より 台 湾戦没者等に対す る弔
慰金等の支給事務の所管に関す る厚生省の立場 |な る文書の提出があ り、 「

当該事務の所管については受け入れ らね″ない」旨の回答があ った。

アt厚 生省が主務官庁を引受 られない理!由として、

中国残留孤児に関す る行政を通 じて中華人民共和国政府 と密接な関係を

有 してお り、台湾問題の主務官庁になることでその関係を損なわれること
は、是非とt)避けたぃと考えている。

・中国残留孤児行政 は、未だ残 る孤児の訪 日調査、 1 , 4 0 0世帯 6 , O o o人
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に及ぶ孤児の 日本への帰固定着問題等を抱えてお り、社会的な関心 も

高 く、今後長期にわたって厚生省の重要課題の一つとなること.

。この行政の推進に当たっては、中華人民共和国政府 との密接な交渉を

要す るが、今までの交渉結果において も解決済みと思われる問題が、

中国側か ら再度提起 され る事態が度々生 じている。 したが って、台湾

問題の主務官庁 となることが、新たな火種 となることは十分予想 され

ること。

台湾戦没者に関 しては、既に総理府外政審議室に提出済の名簿以外 に資

料はな く、それ以外の者の個別認定を行 うとすれば、ほとんど台湾側の提

出す る資料を信 じるかどうか つ割 り切 りの問題であ り、どこの省庁が担当

しよ、うと同 じである。

イ.総 理府の主務官庁 とし適当と考える理 当

・総理府には、前記のような中華人民共和国政府 との特別密接な関係が

な く、デメリッ トが少ないと考え られること。

・総理府は、引揚者に対す る特別交付金の支給、従軍看護婦に対す る慰

労金の支給、新 しくは戦後抑留者問題 ・在外財産問題 ・恩給欠格者問

題等数多 くの戦後処理問題を手掛け られてお り、特に引揚者に対す る

特別交付金は、今回同様国債交付による支給方式をとっていることか

ら、十分なノウハ ウを持 っていること。

今回の問題は微妙な外交問題を含んでいるが、総理府は現在まで外政審

議室を中心に制度の創立に努力され、その間多 くの関係者 との交渉経緯が

あった ものと推察 されるので、今後 も引き続 き事務を担当されることが最

も適当と考える。

③ こ れを受け、 1 2月 1 0日 、外政審議室より厚生省沈)て 「当該事務の所管

に関す る厚生省の立場Jに 対す る見解 と共に再度検討方依頼す る文書を送付

したところ、 1 2月 1 4日 、再度厚生省より反論文書の提出があつたo

その内容は以下のとお りである。

① 総 理府外政審議室

台湾住民戦没者遺族等に5 dする弔慰金等の支給問題については、 「本件

は我が国の対外関係上問題を生ず る)ことな く実施 し得 るとの点につ き、政
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府 として確認 した上で、 これを執 ること」 (昭和 6 1年 1 2月 2 9日 、昭和
62年 度予算編成時における政府 ・与党合意 )を 前提 として慎重に検討が重
ね られ、政府 として も、人道上の問題]として、日中共同声明、平和友好条約
の原則 と精神を堅持 tンっっ、本法律 秦:にある形 でこの問題を処理するのであ
れば、中国との間で特段問題を生ず ることな く、本件事業を実施 し得 ると判
断するに至 ったことによ り、本件問題を解決するための議員立法が先の第 1
0 9回 国会におぃて制定 された ものである。

したが つて、本件事務を処理すること自体が、ぁたか も日中間に問題を惹
起す るかの如 き前提は、適切な認識に基づ くものではない①

イ.ま た、本件議員立法の際の衆 ・参両院の内閣委員会の決議におぃて、政府
に対 し、同法の実施に当たって 「日中共同声明みとび日中平和友好条約にある
諸原則を厳守 し、精神を尊重すべ きこと」、 「特に共同声明第 2項 及び第 3
項において表明された日本国政府の立場を堅持すべ きこと」を求めてぉ り、
これは、政府全体 として厳守すべ き事であ り、本件支給事務の主務省庁が厚
生省であるか総理府であるかに係わ りがない。

ウ,そ もそも、中国側が本件問題処理CI態様につき有す る関心は、A省 が所管
す るのは駄 目で、 B省 ならよい、 と言 うような個別省庁を問題 とするのでは
な く、日本政府全体の対応の有様に対するものであるか ら、中国と関係があ

る厚生省だと問題で、特別密接な関係がない総理府な ら問題が少ないとする

論 旨には同意できない。

外務省アジア局中国課の例等を見て も台湾 との実務関係の事務を併せて所

管する故に、中華人民共和国との友好関係が損なわれると言 うような事態は

生 じていない。

工 以 上の諸点に照 らして、厚生省が本件事務の主務官庁 となって も、それが

厚生省と中華人民共和国 との密接な関係を損な う原因 となることはないと考

え られ、また、それ故に厚生省が中国残留孤児行政を所管 してぃるか 吃)本件

事務の主務官庁を引き受け られないとの理由は、納得できない。

0 厚 生省援護局

ア.議 員立法の立法過程において、中国 及び台湾との交渉上様 々な紆余曲折が

あ つたことは協力省庁の 1っ として承!〔日しているが、中国慣1が明確に合意 し

ていない問題 も残 っているものと思われる。 し たが って、今後国債の交付の
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1                                                                                                                              _

ための立法や これ ら2法 の運用に当たって t)、中国 と台湾 との利害対立が起

こるおそれな しとせず、また、中国政府内の政治情勢の変化によって も、中

国側の態度が変わるおそれがある。

イt実 際問題 として、同 じ大臣なり局長が、孤児問題 と台湾問題を所管 してい

て、台湾問題について中国側 と対立が生 じれば、孤児問題の交渉や実施協力

にあたって重大な影響が生 じることとは明 らかである。 日頃中華メ、民共和国政

府及び地方省の人民政府の担当者 と折衝 している者 として、事実上様々な障

害が生 じることは十分予想 されるところである。中国課は中国及び台湾を所

管 しているというが、台湾 とは国交がない以上表向きは台湾を相手に してい

るとはいえないのに対 して、 もtン厚生省が本件を所管す ることになれば、中

国、台湾の双方を相手に して実際の事業を行 うことにな り、全 く状況は異な

る。また、外務省は異なる利害を調整 して国全体の外交方針を立てることが

仕事であって、事t業宮庁 として孤児行政の円滑な実施にのみ責任を有 してい

る厚生省 とは立場が異なる。

ウ.ま た、仮に台湾元 日本兵への補償を援護局が所管すれば、従来中国側 との

交渉において解決済 として処理 してきた問題が一挙にむ tノ返 されるおそれが

ある。 (例 日 本に帰国 しない弧児の養父母に対す る補償 としての扶養費の

支払)

工.以 上の理由か らヤマ場を迎え てい る孤児行政を担当 している援護局 と して

本件事務は到底引受 けられないっ

① 総 理府外政審議室

ア.台 湾出身旧軍人軍属に係 る弔慰金及び見舞金の受給権の認定事務の処理 に

当たっては、当該支給原因たる戦没、戦傷病の発生が 4 0数 年以前に発生 し

た ものであること、申請者が我が国の法令の適用のない台湾居住す る者であ

ること、本件問題の処理は人道的精神によってなされるべ きものであること

等を十分に勘案 し、実態に即 した迅速、適切な認定方法を採る必要があるが、

反面、これ′らの弔慰金等の支給に要す る財源は、国費を もって賄わね″るもの

であ り、その適切な執行が求め られることは当然である。

イ.こ のような観点か ら、既に厚生省援護局か ら提供を受けた約 3万 人、に及ぶ

台湾出身戦没者名簿 は、大変有益な資料であり、今後の認定事務処理に大 き

く役:こ1つことは疑いなt .ヽ
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ウ.厚 生省援護局によれば、従来同局が台湾複1から戦没 との通告を受けた人数
と上記名簿記載数 との間には、約 8, o o o人 の隔たりがあるとのことでぁ
る。 これ ら同局で戦没者 として個人宅|を把握 してぃない者に係る申請につぃ
て も、極力その申請資料等により、当該申請の正否の判定に努める必要があ
ると考え られる①その際には、単に戦没者の個人名簿の有無だけではな く、
申請資料等に記された部隊名、部隊配置、動員時期、戦闘状況等を参照 され
ることになるが、かかる旧陸海軍に関す る資料、史実等は、援護局が保有 し
てお り、また、 これ らに習熟 し、知識経験の蓄積のある職員 も同局に存在す
る。 これ らの資料や職員知識等は、形 として提供 し得 る物だけにとどまらず、
まさに行政組織 としての永い伝統の中に育まれた無形の ものが大 きな役割を
有すると考え_られ、本件事務処理を厚生省以外の省庁で所管するとすれば、
その十分な活用が期 し得ない。

工.以 上のような観点か ら、本件事務については、ゃはり厚生省におぃて所管
されるのが、他のどの省庁が所管す るよりも、最 も適切な処理が期待 し得る。

① 厚 生省援護局

ア1日 本人に対する援護法の適用方針 は、簡単に言えば十分な証拠資料のない

ものは却下す るということでぁり、本件についてその方針を忠実に適用すれ

ば、台湾出身戦没者名簿!に載 っていない約80 0 0名のほとんどは却下せ ざるを

得ない。それは到底台湾側の受け入れるところではないと考える。仮に台湾

人については、不十分な資料で適用す る事を期待 tンているので沈〉れば、事実

関係の存否について異なる基準を適用す るものであり、援護局が両方を同時

に行 うことは日本人と台湾人で扱いが不公平であるという批判を受けること

になるので到底引受けられない。

その点、総理府 は従軍看護婦や シベ リア抑留者の認定を行えるのであるか

ら、十分適切に本件について も認定できるはずである。

イ.一 方、援護局が本件を所管すれば、原爆校爆者や援護法の対象とな ら,ない

周辺部分の人 々の補償問題等にも波及す るおそれがある。 また、援護法は対

象者の受傷原因や死因によ って処遇が異なるが、台湾戦没者については、そ

のような区別をすることは、ほとんどフく可能であって均一の取扱いにな らぎ

るを得ないと思われる。仮にそのような制度を援護局で所管することになれ

ば、媛護法の格差是正要求が一層強まそことが懸念 される.
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ウAな お、援護局は、軍人軍属の履歴調査等の事務 は協力できるし、

れば日赤等の実際の認定機関にO B等 を派遣す る形での協力は惜 し

いうことを申 し添え る。

必要 とあ

まないと

① 総 理府外政審議i室

ア.過 去において、総理府が担当 した戦後処理問題 は、各々特定の対象者につ

き、特別の理由に基づき所管し′たものをぁるが、今回の弔慰金等の支給は、
「曰本の旧軍人又は旧軍属」に対す るものであ り、その対象者の身分関係が

援護法の対象者 と同一範晴の も|のであること等か ら厚生省が所管されること

が最 も適当である。

イ.昭 和 4‐2年 の引揚者に対す る1特別交付金の支給 は、厚生省が所管 された昭

和 3 2年 の引揚者給付金が本部に引揚げて生活の基礎を新たに再建す る者ム、

の 「援護措置」であ ったのに対 し、 「過去の財産の喪失並びに海外における

財産:形成や生活l l l益、人間関係の状況等が考慮 された特別の措置」として立

案されたため引揚者 に対す る援:護措置とは異なる特別の事務 として総理府が

所管 した ものである。

ウ.従 軍看護婦に対す る慰労給付金は、かつて戦地、事変地等に派遣 された従

軍看護婦の うち死没者、障害者について は援護法の適用がある反面、生還 ヒン

た看護婦については恩給法の適用がないことか ら、 「兵役義務がない女性の

身でありなが ら兵:と同 じよ うな召集を受 |ナ、戦地等において旧陸海軍の戦時

衛生勤務に長期荷1勤務 したJこ とに対 し慰労す るために支給することとされ

た t )のである。 この事務 は、当時の総理府総務長官の政治的判断に基づ き、

総理府が所管す ることとな ったものである。

工.戦 後強制抑留者等については、政府 としては、昨年暮の政府、与党合意 に

基づ き、平和祈念事業基金 (仮称)を 設け、関係資料の収集、保管、展示な

どの一般事業及び民間人を含むシベ リアに強制抑留 された関係生存者に対す

る特別事業を実施iすることにつき、結理府において検討調査中である。 これ

らの事務は、他のいずれの行政機関の所革に も属 しない事務 として、総理府

が所管することとされた ものである。

オ.引 揚者特別交付金の交付国債による支給に関す る経験 は、現在か ら2 0年

も前の事業に関す るものであ り、それ以峰、総理府 は国債交付による支給事

務を行 っていないので、そのノウハ ウの多 くは既に失われているのに対 し、
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厚生省は、昭和 2 7年 の援護法による弔慰金に始まり数々の国債交付による
支給事務を行い、最近で も昭和 6 0年 度か らの戦没者遺族特別弔慰金の支給
等、引き続 き豊富な経験を 持 ってお ら,れる。

① 厚 生省援護局

ア.援 護法は、法制定当初か ら現在 まで日本国籍を持たない者を対象 とした こ
とはない。

イ`本 件 は、 6 2年 9月 1 6日 の台湾人元 日本兵問題議員懇談会において有馬
議員が配布 した発言のポィン トにあるように、 「特殊な背景を有す る問題で
あり、台湾住民である戦没者遺族等に対 しては桑港平和条約、日華平和条約
の下で処理することが予定 されていなが ら、右処理を見ないまま日中国交正

常化を迎え、処理することが不可能 となったことか ら、特に 「人道精神」に

基づ く国内法措置を策定 した もの」■Fあり、極めて特別な措置であることか

ら総理府が所管す ることが適当である。

(本件は、他のいずれの行政機関の所掌にも属 さない事務であ り、総理府が

所管するべ きである。)

ウ.引 揚者に対する特別交付金 は、現在においてt )交付実績のあるところであ

り、さらに今度、総理府が所管す るシベ リア抑留者への特別事業は国債交付

による支給方式 と聞いている。

① 総 理府外政審議室

ア.外 政審議室は、 「他の行政機関の事務の連絡に関す ること」として各省庁

連絡会議の庶務を担当 し、議員立法が成立 した後においては、その所管が当

面明定 されていないことか ら、 「他の行政機関の所掌に属 しない行政施策の

調査、企画、立案を行 うこと」と して、関係省庁 と密接な連絡を図 りつつ、

本法の実施に向けて制度の検討を進めているところであって、その所掌事務

か らして、当然その実施に当たる立場にはない。

イ.外 政審議室は、本問題の検討過程において、重要な進展がある都度関係省

庁に連絡 し、情報の共有を図るよう努めて きたところであ り、この間の経緯

は、厚生省援護局 も十分 ご承知の とおりである。

O  厚 生省援護局
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ア.厚 生省 も本件事務の実施をEl l掌する立場にない。他方、総理府管理室は、

「他の行政機関の所掌に属 しない事務の うち行政施策に関するものの実施に

関すること」 (総i理府本府組織令第12条第 4号 )を 所掌 しているか ら、総理

府管理室が所管すべ きであるっ

イ.本 件の立法過程において、中国及び台湾 との交渉において様々な紆余曲折

があ)つたと承知 してお り、既に連絡 していただぃてぃる情報以外に多 くの配

慮を必要 とすべ き事項があるものと思われる。

(2 )覚 書

昭和 62年 1 2月 1 5日 か ら23日 までの間、総理府部内において種々検討

が重ね られたが、 1 2月 2 4日 、石原官房副長官の下に、本多総理府審議官、

北郷厚生省官房長及び古川首席内閣参事官が参集 し、本件支給事務を総理府が

所管す ることにつ き合意がなされ′、両省庁間で覚書が交わされた。

こねフを もって、本件に関する事務を引き続 き総理府が所管す ることとなった。

(参考)

総総第 832号

乙 第   5号

昭和62年12月24日

:」壁

内閣総理大臣官房審議官  本 多 秀 司

厚生省大臣官房長  北 郷 勲 夫

下記のとお り確i認する。

口己

1  台 湾住民である戦没者等の遣族等に対する弔慰金等の支給に関す る事

務については、徳理府が所替するもの とする。

2 .日 本赤十卒社の認定処分に際 して、厚生省援護局は、戦没者等の身分

関係、戦傷病要!因等に関す る卜必要な調査、審査等の協力を行 うものとす

る 。

3 . 厚 生省は、総理府に対 し、次の協力を行 うもの とする。

( 1 )交 付国債法及び関係法令の立葬:、実施取決めの締結への指導、事務

覚
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処理要1領の作成、交付国債発行事務等に関す る資料、知識、情報等の
提供

(2 )日 赤への委任事務が円滑に実施 されるための必要な助言、協力
(3 )総 理府への若ギ1名の併任職員の派遣

に)そ の他上記 1の事務を実施するための必要な協力

協 ノフ

に〕)業 務体制及び所掌事務

昭和 6 2年 1 2月 2 8日 、弔慰金法の施行に関する事務を所掌するための、
総理府の大臣官房 に 「臨時業務対策室 (仮称)」 の設置と室長以下計 3名 の定
員配置が認め られ、翌 6 3年 5月 1 7日 、弔慰金法施行令が公布 され、同令附
則第 2項 において総理府本府組織令の―部改正が行われ、 7月 1日、 「臨時特
定弔慰金等業務室」が正式に設置された。

なお、当該業務室は同令附則第 3項 により昭和 6 7年 (平成 4年 ) 3月 3 1
日まで置かれることとされてぃた。

臨時特定弔慰金等業務室は、その設置期限の到来に伴 って廃止 されたが、弔
慰金法及び実施法に基づ く施行事務を引き続いて行 う必要があることか ら、大
臣官房管理室で当該事務を引き継 ぐこととされた。

〈注〉平成 5年! 3月 3 1日  特 定弔慰金等請求終了期限

平成 7年 3月 3 1日  国 債償還請求終了期限

お って、定員措置について も、平成 4年 3月 3 1日 限 りで満了することとな

るが、その業務量等からみて引き続 き配置する必要性が認められたことか ら、

参事官補以下 2名 の存置期限十を平成 7年 3月 3 1日 まで延長す るとともに、他

省庁併任職員について も継続配置す ることにより、従前の事務処理体制を維持

す ることとさね′た。

管理室の所掌事務は、総理府本府組織4待(平成 4年 3月 2 7日 政令第 46号
一部改正)に おいて次のとお り定め られている。

(大臣官房管理室)

第 1 2 条

2   台 湾住民である戦i没者の遺族等に対す る弔慰金等に関する1法律及び特

定弔慰金等の支給の実施に関す る法律の施行に関することこ

―- 35 -一



第 6章  台 湾住民である元日本兵問題の調査等の動き

台湾住民である元 日本兵問題に係る調査

(1 )本 調査の経緯

台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する調査委託費等 は、

前章で述べたとお り、昭和 61年 末の 62年 度予算編成過程における大臣折衝

において、党側か らの申入れにより、弔慰金等の給付は 63年 度の予算におい

て措置 し、 これに係 る実態調査、給付体制の整備等は 62年 度において実施す

ることとされ、予算に計上 されたc

しか しなが ら、 62年 に入 り、胡燿邦氏の総書記辞任、ズ ・ダン号事件、光

華寮判決 と日中間を揺 るがす事件が続発 し、議員提案で行 うとされた弔慰金等

の給付に関 し/必要な立法の成立の メドが立た7よくな り、本調査委託の実施 も棚

上げ状態|にあった。

一方、弔慰金等の支給について、中国側の暗黙の了解が得 られたとされ、第

10 9回 国会の末期の 62年 9月 2 9日 に弔慰金法が成立 し、 63年 度か らの

弔慰金等の支給が確定 し、先ずは 63年 度予算編成に向けて早急に、その準備

のために調査委託を実施する必要が生 じた。

このため、本調査委託の委託先 として、弔慰金法による支給方法が 日本赤十

字社 ・台湾紅十字会ルー トとされたため、 日本赤十字社 と委託契約の締結のた

めの交渉に入 った。 し′か し、調査が実施 されるのが、当初その実情がほとんど

明 らかでなか った台湾現地であることと等の理由で、調査計画に関す る経費の積

算が確定せず委託契約の締結に至 らなか ったが、年末の 63年 度予算編成 も控

えている|こともあ り、これを踏まえて後藤国内閣官房長官 (当時)か ら)公式の

書簡 (次頁参照)を もって同社に対 し本調査の委託を行 った。

その理由として 、昭和 63年 度か ら弔慰金等の支給が行われるが、我が国と

台湾及び中国 との関係を考慮 して、対外関係上問題を生ずることのない方法で

行 うこととされ、 日本赤十字社が政府の委任を受けて、台湾紅十字会 との取決

めを締結 して行 うこととされたこと、さらに、今回の調査は支給のために必要

な実態調査 、給付体制の整備等であるので、実際に支給を担当す る日本赤十字

社に委託す るのが最 も適当である)と考え らねフ、本調査の実施に当た って、日本

赤十字社に委託す ることとした経緯である。
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(「台湾住民元 日本兵問題 J に関す る書簡について)

日本赤十字社社長 山本正淑 殿

総 外 第 5 9 号

昭和62年 10月 5日

内閣官房長官 後 藤田正晴

台湾住民元 日本兵問題に係 る依頼について

台湾住民元 日本兵問題については、昨年末の予算折衝の際の政府 ・与

党間の話合いにより解決の方向が示 され、台湾住民である戦没者遺族等

に対す る弔慰金等の給付のため昭和63年度か ら所要の財政措置を講ず る

との前提に立 って、昭和62年度 においては、民間団体等の協力を求めっ

つそのための実態調査、給付体制の整備等を実施す ることとし、所要の

調査委託を行 うこととな りま した。また、先般の第 10 9回国会において

|は 、本問題をあ くまで人道的精神に基づ き日本赤十字社を通 じて解決す

るとの議員立法が成立 しま した。

ついては、昭和6 2年度予算に基づ く調査等を早急に貴社に委託いた し″

た く、右よろ しくお願いいた します。なお、調査等に当たっては、貴社

より 「台湾にある救護及び社会奉仕を業務 とす る機関」に再委託を要す

るものについてはそのようにお取 り計 らい願 います。

今回貴社に委託すべ き調査事項は、台湾側の 上記機関及び現地関係諸

団体の実情、給付対象者の実情把握の方法並びに給付実施体制策定上の

留意点等であ りますが、詳細については、追 って貴社 と協議の上、決定

す ることとしたいと存 じます。
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す る

始 す

訪台調査の報告

(1)経 過

日本赤十字社代表団の訪台に当たって、本件に対する日本側の基本的認識 と

姿勢を明 らかに tンた上、今後の進め方について、日本政府か らの 「調査事項 」

に沿 って可能な限 り具体的に検討を進めることを方針 とした。

しか しなが ら、現地における公示か ら支給に至るまでの実務の大半 は、いず

れ台湾側に委ねることになるため、その仕組みにつ き日本側の考えを押 しつけ

る印象を与えることのな峰ヽよう、敢えて腹案を示 さず、先方の最善 と考える案

を提出するのを待 って協i議す ることとした。

その結果、ほとんとの事項が台湾側への宿題 とな ったことか ら、次回以降、

下記の日程で訪台調査を 実施す ることとなった。

なお、日本赤十字社の直接窓日となる台湾紅■字会は、政府の委託を受け (

19 8 7年)1 1月 2日 か ら大陸里帰 り申請受理業務を開始 したことによリー気に

大衆に知 られるようにな ったが、その人員及び財政基盤 は脆弱であったため、

現時点においては自力で本問題を処理す る能力がないことをその関係者 自らが

認めていたD加 えて、同会の何応欽会長が 10月 21日 死去 され、現在そのポ

ス トが空席|(後任は内定済)と いうこともあり、組織的にも十分な体制ではな

か っ た 。

しかるに、李登輝副総統 (当時)に よれば、大陸里帰 りと本件で これまで休

眠状態に法〉った台湾紅十字会の重要性がにわかに増 し、政府とし″て もその強化

を図る考え_であった。

このため、当面台湾紅十字会は交渉相手と成 り得ず、実質的な問題は同会を

監督す る立場にあると肩1時に戸政事務所を所管 している内政部 と協i議し、また、

これまでの経緯を具に掌握 し日台関係の機微を一番心得ている亜東関係協会と

の間で、今後の進め方 について忌博な く意見を交換 した。

ようや く、 (1 9 8 8年) 1月 2 5日 になって台湾紅十学会の新会長に徐亨氏が
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任命されたことにより、第 4回 訪台調査では同会の人事体制 も整い、初めて同
会 との本件業務に関する具体的な意見を交わす運びとな った。
(なお、同会は故何応欽会長α)後任に徐亨 (新)会 長が内定 してぃたが、民主

的手続 きを踏 もうと tンていたため、正式な任命の時期が定 まらず、かっ重要な
決定は何 ら為 し得ない状態が続いた。)

一
方、台湾は目下政治的に大 きな変革期を迎えてお り、国民の権利の主張が

急速に高まりつっぁることか ら、台湾側では本件を友好的に円滑に解決するこ
とが 日台双方の良好な関係を保|ってぃ く上で是非必要 と認識 しなが らも、内政
上の問題を引き起に す ことのないょぅ慎重に処理 してぃきたいとの姿勢であっ
た。

したが つて、今後の支給業務の処理に当た り遺漏なきを期するため、前記 1
( 2 )の調査事項に関する現有情報等を聴取 し、その調査結果を報告書に取 りまと
めた。

なお、 ここでは報告書上の主要と思われる要旨ない に′内容を以下掲載する。

ワ

０ 実施時期等

① 実 施期間

第 1回 調査 (昭和6 2年1 1月 8日～1 4日

第 2回 調査 (昭和6 2年1 2月1 1日～1 7日

第 3回 調査 (昭和6 3年 1月1 9日～2 6日

第 4回 調査 (昭和6 3年 3月 2日～1 2日

台北市 ・

台北市 ・

台北市 ・

台北市)

高雄市)

台中市)

花蓮市)

② 出 張者

日本赤十字社

⑤ 台 湾での面会者

雷け 総  続

総  続  府

考  試  院

立  法  院

外事部次長

社会部主事

総務部 (会計)

資 政

副院f そ

立法委員

近 衛  忠

田 中  康

堀   乙

(第 1～ 4回 調査)

(第 1～ 3回 調査)

(第 4回 i調査)

暉
　
夫
　
彦

暉

樹

韮

函

登
　
【玉
　
全
　
中

李

張

林

票

(第 2回 調査)

(第 2回 調査)

(第 2回 調査)

(第 1回 調査)
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内閣総理大臣官房における職員配置圏

臨時特 定 弔慰金等業務 室 の変遷

昭和 6 3 年 4 月 ～臨時特定 弔慰金等業務 室設置 のための準備室

昭和 63年 7月 ～内閣総理 大 臣官房 臨時特 定弔慰金等業務 室

室  長

(総理 府 )

総務担当参事官補 ― 一―

(総理府 )

業務担当参事官補 ―――

(総務庁)

総務担当主査 一― 総務担当主査付

(総理府 )

業務担当主査

(厚生省 )

室 長 ――― 総務担当参事官補

(総理府 )    ( 総 理府)

( 平成 3 年 7 月 まで設置)

) ※嘱託職員 2 名 ・事務補助職員

業務担当主査

(厚生省)

専  門  職

(総務庁 )

※事務補助職 員

渉外担当専門官

(外務省)

1名

平成 3年 4月 ～ 内閣総理 大 臣官房 臨時特 定弔慰金等 業務 室

― 総 務担 当主査

( 総理府 )

1名
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平成 4年 4月 ～内閣総理大臣官房管理室へ編入

管理室長

(総理府 )

と――参事官―
( 総理府 )

特定弔慰金等

担当参事 宮補

(総理府 )

特定弔慰金等第 1担 当主査

(総理府 )

特定弔慰金等第 2担 当主査
｀
  (厚 生省)

特定弔慰金等専門職

(総務庁 )

※事務補助職員 1 名
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